
【事前にお読みください】

１．これからの手続きのために

２．被災により証書類が消失してしまった際の手続き

自然災害（地震や風水害等）にあわれた際の手続きや受けられる支援策について

　被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。災害により、家屋等に被害を受けま
すと、様々な手続きが必要となる一方で、被害を受けられた方に対しての支援策も用意されていま
す。そうした手続や支援策をまとめておりますのでご活用ください。
　また、火災にあわれた際の手続や支援策については、下記のページに一覧がございますのでご確
認ください。

●国保・年金課

【内容】
　①国民健康保険に関すること
　　・国民健康保険証の再交付
　　・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付
　　・国民健康保険特定疾病療養受療証の再交付
　②国民年金に関すること
　　・国民年金手帳（国民年金１号加入中または、任意加入の人）・年金証書の再交付

【手続き】
　①国民健康保険に関すること
　　本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証等）の提示により、各証を再交付します。本人確認書類がない場合は、
　り災証明書を確認し、再交付します。再交付の料金は無料です。
　②国民年金に関すること
　　再交付申請の受付ができます。なお、お急ぎの場合は日本年金機構　年金事務所まで直接、お問い合わせください。
　本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証等）が必要です。
　

【問合せ先】
　①国民健康保険に関すること　→国保・年金課（国保資格担当）　　０８９－９４８－６３６３
　②国民年金に関すること　　　→国保・年金課（国民年金担当）　　０８９－９４８－６３５２
　　　　　　　　　　　　　　　→日本年金機構　松山東年金事務所　０８９－９４６－２１４６

　　火災にあわれた際の手続や支援策一覧

　り災届等の様式

●り災証明書の交付申請

【内容】
　り災証明書は、被害を受けた方が各種手続きをする際に必要となる場合があります。被害を受けた本人が申請してくださ
い。本人以外が申請する場合は委任状が必要となります。

【問合せ先】
　危機管理課　０８９－９４８－６７９５

【申請様式】
　り災届等の様式については下記のページにございますのでご確認ください。

●高齢福祉課

【内容】
　・後期高齢者医療被保険者証の再交付
　・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付
　・後期高齢者医療特定疾病療養受療証の再交付

【手続き】
　本人確認書類（住民基本台帳カード・運転免許証等）の提示により、各証を再交付します。本人確認書類がない場合は、り
災証明を確認し、り災場所が住民票住所と同一の場合は本人確認書類とみなし、再交付します。再交付の料金は無料です。

【問合せ先】
　高齢福祉課（後期高齢者医療担当）　０８９－９４８－６４０６

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/syoubou/risaisyomei/risaisyoumeisyo.files/kasainiattatokiha.pdf
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/syoubou/risaisyomei/risaisyoumeisyo.files/kasainiattatokiha.pdf
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/syoubou/risaisyomei/risaishoumei.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/syoubou/risaisyomei/risaishoumei.html


●介護保険課

【内容】
　介護保険被保険者証・負担限度額認定証・負担割合証の再交付

【手続き】
　本人確認書類（住民基本台帳カード・医療保険証等）の提示により、各証を再交付します。本人確認書類がない場合は、り
災証明書を確認し、再交付します。再交付の料金は無料です。

【内容】
　・身体障害者手帳の再発行
　・重度心身障害者医療費受給者証の再発行
　・自立支援医療受給者証（更生医療）の再発行
　・障害福祉サービス受給者証等の再発行

【問合せ先】
　介護保険課（資格・賦課・収納担当）　０８９－９４８－６９１９

●子育て支援課

【内容】
　乳幼児医療費受給者資格証・ひとり親家庭医療費受給者証の再発行

【手続き】
　来庁者の本人確認書類（住民基本台帳カード・運転免許証等）、及び認印（なくても可）の提示により、各証を再交付しま
す。本人確認書類がない場合は、り災証明書を確認し、再交付します。再交付の料金は無料です。

【問合せ先】
　子育て支援課（医療助成担当）　０８９－９４８－６８８８

●健康づくり推進課

【手続き】
　いずれも、窓口での再交付の手続きにより、各証を再交付します。身体障害者手帳を再発行される場合のみ、顔写真（縦4
㎝、横3cm）をご持参ください。再交付の料金は無料です。

【問合せ先】
　身体障害者手帳に関すること　　　　　　　→障がい福祉課（手帳担当）　　　　　　　０８９－９４８－６３６９
　医療費助成に関すること　　　　　　　　　→障がい福祉課（医療助成担当）　　　　　０８９－９４８－６９３６
　障害福祉サービス受給者証等に関すること　→障がい福祉課（障害福祉サービス担当）　０８９－９４８－６４３３
　

●障がい福祉課

【内容】
　①母子健康手帳の再発行
　②妊婦一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票の再発行
　③その他の証書類の再発行
　　・小児慢性特定疾病医療受給者証等
　　・未熟児養育医療券
　　・自立支援医療（育成医療）受給者証等

【手続き】
　①母子健康手帳の再発行
　　・妊娠中の方：出産予定日及び受診中の医療機関等の申告、松山市民であることが証明できるもの（運転免許証・健康保
　険証等）の提示により、再交付します。
　　・お子様のいる方：お子様が松山市民であることが証明できるもの（健康保険証・乳幼児医療費受給資格証等）の提示に
　より、再交付します。
　　再交付の料金は無料です。証明できるものがない場合は、ご相談ください。
　②健康診査受診票の再発行
　　母子健康手帳をご持参のうえ、窓口で届出書を記入していただき、既に受診した受診回数分の受診券を取り除き再交付し
　ます。再交付の料金は無料です。
　③再交付申請書を提出していただくことで、受給者証等を再交付し郵送します。まずはお電話等でお問合せください。再交
　付の料金は無料です。（受給者証は、写し等を指定医療機関に送付しています。）
　
　【問合せ先】
　①母子健康手帳に関すること　　→健康づくり推進課（妊娠・出産支援担当）　０８９－９１１－１８２１
　②健康診査受診票に関すること　→健康づくり推進課（母子健診担当）　　　　０８９－９１１－１８２０
　③その他の証書類に関すること　→健康づくり推進課（健康支援担当）　　　　０８９－９１１－１８７０



【問合せ先】
　①市民課（印鑑担当）　　　　　０８９－９４８－６３３７
　②市民課（マイナンバー担当）　０８９－９４８－６５６９

●松山市パスポートセンター

【内容】
　パスポートの再発行

【手続き】
　パスポートを消失した場合は、紛失届の提出が必要です。新たにパスポートが必要な場合は、紛失手続きを行ったうえで、
新規の申請が必要となります。り災証明書等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

【問合せ先】
　松山市パスポートセンター　０８９－９２６－３３３０

●市民課

【内容】
　①印鑑登録
　②マイナンバーカードの再交付

【手続き】
　①印鑑登録証・実印の双方またはいずれか一方を焼失した場合は、窓口で印鑑登録廃止届をご提出いただいたうえで、あら
ためて印鑑登録をしていただきます。登録料は３００円です。
　②マイナンバーカードを消失した場合は、一時停止の手続が必要ですので、マイナンバー総合フリーダイヤル（電話番号：
０１２０－９５－０１７８）にご連絡ください。なお、マイナンバーカードの運用開始に伴い、住民基本台帳カードの再交付
はできませんので、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

【手続き】
　①～④本人確認書類（住民基本台帳カード・医療保険証等）の提示により、証の再交付申請の受付をおこない、県へ進達、
後日交付します。本人確認書類がない場合は、り災証明書を確認し、証の再交付申請の受付をおこないます。再交付の料金は
無料です。
　⑤母子手帳の提示により、予防接種手帳を再交付します。母子手帳がない場合は母子手帳の再発行と併せて再発行をする
か、本人確認書類（住民基本台帳カード・医療保険証等）の提示により、手帳を再交付します。本人確認書類がない場合は、
り災証明書を確認し、再交付します。再交付の料金は無料です。
　
【問合せ先】
　①、②精神保健福祉に関すること　→保健予防課（精神保健福祉担当）　０８９－９１１－１８１６
　③被爆者手帳に関すること　　　　→保健予防課（被爆者援護担当）　　０８９－９１１－１８５６
　④難病対策に関すること　　　　　→保健予防課（難病対策担当）　　　０８９－９１１－１８５７
　⑤予防接種に関すること　　　　　→保健予防課（予防接種担当）　　　０８９－９１１－１８５８

●保健予防課

【内容】
　①精神保健福祉手帳の再交付
　②自立支援医療（精神通院）受給者証の再交付
　③被爆者手帳の再交付
　④特定医療費（指定難病）受給者証の再交付
　⑤予防接種手帳の再発行



３．被害を受けられた方への支援策

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水

【内容】
　災害により、住宅及び家財に損失が生じた場合は、個人市県民税が減免されることがあります。ただし、納付期限を過ぎて
しまった分及び前納したものは、減免の対象になりません。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　市民税課　０８９－９４８－６２９０

●固定資産税の減免　　

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水

●所得税の確定申告　　　

●災害被災者への見舞金の支給　　　

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、死亡

【内容】
　災害で被害を受けた世帯に対して見舞金を支給しています。支給対象者は、り災者の属する世帯の世帯主またはその遺族の
方です。詳しくは、市民参画まちづくり課までお問い合わせください。

【問合せ先】
 　市民参画まちづくり課（援護事業担当）　０８９－９４８－６８１４

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水

【内容】
　災害等により、生活用資産等に損失が生じたとき、損失額と保険金によって補てんされる金額の差が総所得の１０%を超え
る場合、雑損控除として確定申告をすると一定の金額の所得控除を受けることができます。確定申告をする場合は、り災証明
書、損失額を証明する資料、源泉徴収票及び震災保険等により、補てんされる金額が分かるもの等を用意してください。詳し
くは、市民税課または松山税務署までお問い合わせください。

【問合せ先】
　市民税課　　０８９－９４８－６２９０
　松山税務署　０８９－９４１－９１２１

●個人市県民税の減免　　

【内容】
　災害により、り災した家屋の固定資産税が減免されることがあります。ただし、納付期限を過ぎてしまった分は、減免の対
象になりません。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

　自然災害により家屋被害等を受けられた方への支援策をご用意していますが、被害状況によって
受けることができる支援が異なります。下表に支援対象となる被害状況を掲載していますが、あ
くまで目安ですので、詳細は関係各所にお問い合わせください。なお、家屋の被害認定は市が現地
調査等により行います。

【問合せ先】
　資産税課（家屋担当）　０８９－９４８－６３１９



【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、死亡

【内容】
　災害により、世帯主の方がお亡くなりになった場合または重度の障がいを受けた場合、また住居に重大な損害を受けた場合
は、医療機関に支払う一部負担金が減免されることがあります。ただし、国民健康保険料の滞納がある場合（分割納付中を除
く。）や活用可能な資産等を保有している場合は対象になりません。詳しくは、国保・年金課までお問い合わせください。

【内容】
　災害により、家屋に著しい損害があった場合は、介護保険料及び利用者負担金が減免されることがあります。詳しくは、介
護保険課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　保険料に関すること　　　　→介護保険課（資格・賦課・収納担当）　０８９－９４８－６９１９
　利用者負担金に関すること　→介護保険課（介護給付担当）　　　　　０８９－９４８－６９２４

●介護保険料・利用者負担金の減免

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水

●後期高齢者医療保険料の減免

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水

【内容】
　災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合は、後期高齢者医療保険料が減免されることが
あります。詳しくは、高齢福祉課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　高齢福祉課（後期高齢者医療担当）　０８９－９４８－６４０６

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水

【内容】
　災害により、主たる居住の用に供している家屋に損害を受けた場合は、保険料が減免されることがあります。詳しくは、国
保・年金課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　国保・年金課（国保賦課担当）　０８９－９４８－６３６５

●国民健康保険一部負担金の減免

●国民年金保険料の免除（特例申請）　　　

【問合せ先】
　国保・年金課（国保給付担当）　０８９－９４８－６３６１

【内容】
　災害により、資産に重大な損害を受けた場合、国民年金保険料が免除されることがあります。詳しくは、国保・年金課まで
お問い合わせください。

【問合せ先】
　国保・年金課（国民年金担当）　０８９－９４８－６３５２

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊

●国民健康保険料の減免　



【内容】
　災害により、認可保育所等に入所している児童の住居に著しい損害があった場合は、保育料が減免されることがあります。
詳しくは、保育・幼稚園課までお問い合わせください。

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水

【問合せ先】
　子育て支援課（児童健全育成担当）　０８９－９４８－６４１１

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水

●児童クラブの利用

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水、床下浸水

【内容】
　災害復旧のため、放課後等に児童を預ける必要がある場合は、児童クラブを利用できる場合があります。詳しくは、子育て
支援課までお問い合わせください。

●児童扶養手当

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊

【問合せ先】
　保育・幼稚園課（運営担当）　０８９－９４８－６４１２

●市営住宅の一時入居　　　

【問合せ先】
　医事薬事課　０８９－９１１－１８０４

【問合せ先】
　住宅課（維持管理・徴収担当）　０８９－９４８－６４９８

【内容】
　一時避難先として市営住宅を利用できる場合がありますので、詳しくは、住宅課までお問い合わせください。

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水

【内容】
　災害により、使用料等を支払うことが困難になった場合、使用料等の減免又は徴収の猶予を受けられることがあります。詳
しくは、医事薬事課までお問い合わせください。

●松山市急患医療センターの使用料等の減免又は徴収の猶予

【内容】
　災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね２分の１以上の損害を受けた場合には、所得による支給制
限を適用しない特例があります。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　子育て支援課（児童扶養手当担当）　０８９－９４８－６８４５

●保育料の減免



【内容】
　河川の決壊による氾濫・高潮・豪雨等により床下浸水し、汲取便槽（移動式簡易便槽を除く）の緊急に汲み取りを要する世
帯に対して、汲み取り手数料の助成があります。詳しくは環境指導課までお問い合わせください。

【問合せ先】
　環境指導課（し尿担当）　０８９－９４８ー６４３９

●市立図書館の貸出図書の弁償免除　　　

【支援対象となる被害状況】
　災害により市立図書館の資料を消失・破損した場合

【内容】
　災害により、市立図書館の資料を消失・破損した場合、弁償が免除されることがあります。詳しくは、中央図書館事務所ま
でお問い合わせください。

【問合せ先】
　中央図書館事務所　０８９－９４３－８００８

●ごみの処理手数料の減免　

【支援対象となる被害状況】
  減免の対象とするかどうかについては、災害の規模に応じその都度判断。

【内容】
　災害にあわれた家庭から出る家財道具等を、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料（数量に上限あり）で取
り扱う制度があります。なお、ごみを持ち込む前に申請等手続きが必要ですので、詳しくは、清掃施設課までお問い合わせく
ださい。

●建築確認申請手数料等の減免　　　

【支援対象となる被害状況】
　全壊、大規模半壊、半壊

【内容】
　災害により、り災した建築物等の建替えについて建築確認申請手数料等が減免されることがあります。詳しくは、建築指導
課までお問い合わせください。

●浸水し尿緊急汲み取り手数料の助成

【支援対象となる被害状況】
　汲取便槽が水没した場合

【問合せ先】
　建築指導課（総務担当）　０８９－９４８－６５０９

【問合せ先】
　清掃施設課（施設維持管理担当）　０８９－９４８－６９０２


